
2017 年 4月 12日理事会 

 

1．新規入会者報告・会員数の動向 

   （1）2016年度の新規入会者数は 83 名 

（2）2017年 4月 1日現在の会員数は 3,772 名（昨年同期比▲59名）  

 

2．2016 年度予算・実績遂行状況の報告 

    11 月 30 日までの途中経過を報告  

 

3．各委員会からの報告 

   （1）友和会企画委員会報告      

・「新友和」誌の発行報告…コストは発行以前と比べ 20万円強削減  

（2）企画委員会報告 

①新年度役員・委員案について … 決議された 

②社友会分会運営規則の改訂 

 

「社友会分会運営規則」の改訂 

《改定の内容》第 5条第 2項の一部を改訂する。 

《改定の理由》将来の分会統合を勘案し、「友和会規約」に平仄を合わせる。 

社友会分会運営規則【現行】 社友会分会運営規則【改定案】 

1． 理事および監事の任期は 2年とし、5期

10 年以内の重任は妨げない。ただし、

補選の場合の任期は次の年度始理事会

時までとするが重任を妨げない。 

2． 会長、副会長の任期は、前項を超えて 2

期 4年まで重任することができる。 

1．   【同左】 

 

 

 

2．会長、副会長の任期は、前項の定めに関

わらず重任することができる。ただし、当

該者が選任時に満 75 歳の誕生日を超える

ときには、選任することはできない。 

③理事会の開催月について 

   現行の年 3回開催を年 2回開催（4月、12月）に変更 … 決議された 

（3）総務委員会報告    

（4）会誌編集委員会報告 

     ・「社友会誌題 57 号」の発行について 

（5）2017年春季ゴルフ大会の開催（4/27（木））について 

 

（6）名所めぐり委員会報告 

     ・春季バス旅行について（5/10（水）箱根「山のホテル」）  



（7）同好会・クラブ委員会報告 

     ・囲碁班・将棋班・茶道班・写真班・煎茶道班・着付教室・つまみ細工各班の活動 

について  

（8）ネットワーク委員会報告 

  

4．各委員会からの報告 

【社友会分会】 

「社友会分会運営規則」に則り、２０１７年度の役員人事を行う。任期は当理事会終了後２年とする。 

（１） 岩田惇理事、佐藤正俊理事、金榮和彦理事は私事都合により退任（岩田惇副会長は顧問に就任）。 

（２） 社友会分会副会長に、小田哲大理事を推薦。 

（３） 新任者として、北村孝朗を理事に推薦。 

（４） 新任者として、小西克三を理事に推薦。 

（５） 新任者として、石山節子を理事に推薦。 

（６） 新任者として、三宅律子を理事に推薦。 

（７） 上記以外の顧問、理事、監事は全員再任。 

（８） 各委員会委員長は以下の通りとする。 （ ）は前任者、記載なしは再任 

 なお、広報委員会は「社友会だより」の「友和」誌への統合により使命を終えたため廃止する。 

  企画委員会  小田哲大理事・副会長 （久保一憲理事） 

  総務委員会  笹野真民理事・副会長 

  会誌編集委員会  菅原団三郎理事 

  ゴルフ委員会  松戸元昭理事 

  名所めぐり委員会 楢原駿一理事 

  ネットワーク委員会 加瀬道也理事 

  同好会・クラブ委員会 村谷卓一理事 

  事務局担当理事  久保一憲理事 

【友和会】 

 任期は２０１７年度、２０１８年度の２年間とする。 

「幹事」６名   退任 岩田惇   佐藤正俊 金榮和彦 

    新任 菅原団三郎 山内泰雄 板倉栄治 

    再任 鈴木行二  笹野真民 小田哲大  

「常勤幹事」２名  再任  久保一憲  平潤子 

「会計監事」１名  再任 福田昌晏 

「企画委員会」委員３名  退任 佐藤正俊 

    新任 小田哲大 

    再任 久保一憲  平潤子  

 

以上 


